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管
理
委
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会
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人
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説
会
等
を
開
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す
る
こ
と
が
で
き
る
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設
の
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示
の
一
部
改
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七

 
収
用
委
員
会

〇
地
下
鉄
東
西
線
事
件
審
理
の
開
始 

七

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
三
号

　

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
県
指
定
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

名
称

　
　

一
桧
山
特
別
保
護
地
区

二　

区
域

　

栗
原
市
花
山
字
草
木
沢
地
内
県
道
岩
入
一
迫
線
と
大
崎
市
鳴
子
温
泉
と
の
境
界
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所

か
ら
同
境
界
線
を
北
進
し
国
見
山
頂
に
至
り
、
同
所
か
ら
民
有
林
栗
原
市
花
山
八
六
林
班
を
東
進
し
同
林
班
へ
、
ほ

小
班
群
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
東
進
し
同
林
班
に
、
ほ
小
班
群
の
境
界
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
境
界
線
を
南
西
進
し
同
八
五
林
班
と
同
八
六
林
班
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
境
界
線
を
南
東

進
し
同
八
五
林
班
ぬ
、
る
小
班
群
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
進
し
同
林
班
ヘ
、
る
小

班
群
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
境
界
線
を
東
進
し
同
林
班
ほ
小
班
、
る
小
班
群
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
境
界
線
を
東
進
し
同
林
班
に
、
ほ
小
班
群
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
西
進

し
同
八
四
林
班
と
同
八
五
林
班
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
東
進
し
同
八
四
林
班
に
、

ろ
小
班
群
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
東
進
し
同
林
班
は
、
に
小
班
群
の
境
界
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
西
進
し
同
八
三
林
班
ち
小
班
群
と
同
八
四
林
班
に
小
班
群
の
境
界
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
西
進
し
同
八
四
林
班
へ
、
と
小
班
群
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
境
界
線
を
北
西
進
し
同
林
班
へ
、
ち
小
班
群
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
境
界
線
を
北
西
進
し
同
八
四
林

班
ち
小
班
群
と
同
八
五
林
班
へ
小
班
群
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
境
界
線
を
北
西
進
し
同
八
四
林
班
り
小
班

群
と
同
八
五
林
班
へ
小
班
群
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
西
進
し
同
八
四
林
班
り
小
班

群
と
同
八
五
林
班
と
小
班
群
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
西
進
し
大
崎
市
鳴
子
温
泉
と
の

境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

三　

存
続
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
一
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

四　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

　

１　

指
定
区
分　

森
林
鳥
獣
生
息
地

　

２　

指
定
理
由

　

当
該
地
区
は
一
桧
山
鳥
獣
保
護
区
の
ほ
ぼ
中
央
部
を
占
め
、
標
高
は
四
百
四
十
メ
ー
ト
ル
か
ら
七
百
十
八
メ
ー

ト
ル
の
奥
羽
山
系
山
麓
に
位
置
す
る
。
大
部
分
が
森
林
で
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
ブ
ナ
林
帯
、
ブ
ナ
・
イ
ヌ
ブ

ナ
林
帯
が
広
が
る
。
ブ
ナ
の
平
均
樹
齢
は
五
十
年
か
ら
八
十
年
程
度
の
も
の
が
多
い
が
、
傾
斜
地
に
は
老
齢
ブ
ナ

林
が
残
っ
て
お
り
樹
齢
二
百
年
程
度
と
推
定
さ
れ
る
。

　

自
然
環
境
に
つ
い
て
は
、
植
物
相
・
動
物
相
（
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
類
と
モ
リ
ア
オ
ガ
エ
ル
の
生
息
等
）
と
も
に

豊
か
で
、
森
林
や
水
系
の
自
然
度
が
極
め
て
高
い
区
域
で
あ
り
、
鳥
獣
の
生
活
環
境
に
適
し
て
い
る
。

　

特
に
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
生
息
痕
が
多
数
確
認
さ
れ
、
採
食
に
適
す
る
植
物
も
豊
富
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

大
型
獣
類
の
繁
殖
地
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
当
該
地
区
は
一
桧
山
鳥
獣
保
護
区
の
中
で
も
、
特
に
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
保
護
繁
殖
地
と
し
て
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重
要
な
区
域
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
九
条
第

一
項
に
規
定
す
る
特
別
保
護
地
区
に
指
定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
及
び
そ
の
生
息
地
の
保
護
を
図
る
も

の
で
あ
る
。

　

３　

管
理
方
針

　

特
に
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
保
護
繁
殖
に
適
し
た
地
区
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
ん
跡
調
査
な
ど
の
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
を
通
じ
て
、
地
区
内
の
鳥
獣
の
生
息
状
況
の
把
握
に
努
め
る
。
ま
た
、
ご
み
の
不
法
投
棄
・
散
乱
等
に
よ
る

鳥
獣
へ
の
影
響
を
防
止
す
る
た
め
、
県
職
員
及
び
自
然
保
護
員
に
よ
る
区
域
内
巡
視
を
行
う
と
と
も
に
、
関
係
機

関
等
と
の
連
携
し
た
啓
発
・
醸
成
活
動
に
取
り
組
み
、
鳥
獣
の
保
護
繁
殖
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い

よ
う
適
正
な
管
理
を
行
う
。

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
四
号

　

昭
和
四
十
四
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
八
十
二
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二

十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

牛
野
ダ
ム
鳥
獣
保
護
区
の
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

区
域

　

黒
川
郡
大
衡
村
地
内
村
道
大
瓜
北
側
線
と
達
居
森
遊
歩
道
へ
至
る
道
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
遊
歩

道
を
西
及
び
南
に
進
み
達
居
橋
に
至
り
、
同
所
か
ら
牛
野
ダ
ム
放
水
路
を
西
進
し
荷
駄
沢
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
沢
を
南
進
し
黒
川
郡
大
和
町
と
大
衡
村
の
境
界
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
西
進
し
国
有
地
と
の
境

界
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
及
び
北
東
に
進
み
牛
野
沢
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
沢
を
東
進
し
村
道
牛
野

ダ
ム
線
の
湯
本
橋
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
村
道
を
東
進
し
村
道
大
瓜
北
側
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
村
道
を
東
進
し

起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

三　

存
続
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
一
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

　

牛
野
ダ
ム
鳥
獣
保
護
区
の
項
第
三
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

　

１　

指
定
区
分　

身
近
な
鳥
獣
生
息
地

　

２　

変
更
理
由

　

当
該
区
域
は
牛
野
ダ
ム
を
中
心
と
し
て
豊
か
な
自
然
が
残
さ
れ
て
お
り
、
仙
台
北
部
圏
域
に
お
い
て
身
近
な
地

域
で
あ
り
、
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。
鳥
獣
の
生
息
の
た
め
重
要
な
区
域
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
引
き
続
き
当
該
地
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
繁
殖
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

　

３　

管
理
方
針

　

区
域
を
明
確
に
表
示
す
る
た
め
、
案
内
板
及
び
制
札
を
適
切
に
設
置
す
る
と
と
も
に
、
県
職
員
及
び
自
然
保
護

員
に
よ
り
区
域
内
を
巡
視
し
、
鳥
獣
の
保
護
繁
殖
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
適
正
な
管
理
を
行

う
。

　

奥
武
士
鳥
獣
保
護
区
の
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

区
域

　

仙
台
市
青
葉
区
芋
沢
地
内
の
仙
台
市
青
葉
区
と
泉
区
の
境
界
線
と
国
道
四
五
七
号
の
交
点
を
起
点
と
し
て
、
同
所

か
ら
同
国
道
を
南
西
進
し
仙
台
市
道
明
神
板
橋
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
進
し
市
道
明
神
夜

盗
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
西
進
し
市
道
奥
武
士
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道

を
北
西
進
し
林
道
夜
盗
沢
奥
武
士
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
北
西
進
し
林
道
夜
盗
沢
奥
武
士
線
の

北
端
に
至
り
、
同
所
か
ら
仙
台
市
青
葉
区
と
泉
区
の
境
界
線
へ
向
け
て
北
進
し
仙
台
市
青
葉
区
と
泉
区
の
境
界
線
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
東
進
し
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

三　

存
続
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
一
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

　

奥
武
士
鳥
獣
保
護
区
の
項
第
三
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

　

１　

指
定
区
分　

森
林
鳥
獣
生
息
地

　

２　

変
更
理
由

　

当
該
区
域
は
仙
台
市
北
西
部
の
丘
陵
地
帯
に
位
置
し
、
み
や
ぎ
台
団
地
を
含
む
森
林
地
帯
で
あ
り
、
豊
か
な
自

然
環
境
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
当
該
区
域
は
、
鳥
獣
保
護
区
と
し
て
野
生
鳥
獣
の
保
護
繁
殖
に
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
き
た
。
今
後
も
鳥
獣
保
護
の
重
要
な
役
割
を
担
う
た
め
、引
き
続
き
鳥
獣
保
護
区
と
し
て
指
定
し
、

鳥
獣
の
保
護
繁
殖
を
図
る
。

　

３　

管
理
方
針　

　

区
域
を
明
確
に
表
示
す
る
た
め
、
案
内
板
及
び
制
札
を
適
切
に
設
置
す
る
と
と
も
に
、
県
職
員
及
び
自
然
保
護

員
に
よ
り
区
域
内
を
巡
視
し
、
鳥
獣
の
保
護
繁
殖
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
適
正
な
管
理
を
行

う
。

　

大
の
原
鳥
獣
保
護
区
の
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

区
域

　

加
美
郡
加
美
町
小
瀬
地
内
町
道
小
瀬
宮
崎
線
と
国
道
三
四
七
号
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
西

進
し
東
北
電
力
株
式
会
社
の
門
沢
発
電
所
北
側
に
あ
る
沼
頭
牧
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
牧
道
を
北
西
及

び
西
に
進
み
国
有
林
二
一
五
林
班
界
と
民
有
地
の
境
界
線
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
東
及
び
北
に
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進
み
林
道
小
塚
山
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
北
西
及
び
北
東
に
進
み
町
道
旭
・
寒
風
沢
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
東
及
び
南
東
に
進
み
町
道
新
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
進

し
町
道
門
沢
小
台
線
に
接
続
し
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
及
び
西
に
進
み
農
免
農
道
台
の
原
小
塚
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
農
道
を
東
進
し
町
道
小
瀬
宮
崎
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
進
し
起
点
に
至
る

線
で
囲
ま
れ
た
区
域　

三　

存
続
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
一
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

　

大
の
原
鳥
獣
保
護
区
の
項
第
三
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

　

１　

指
定
区
分　

森
林
鳥
獣
生
息
地

　

２　

変
更
理
由

　

本
区
域
は
、
奥
羽
山
脈
の
麓
に
位
置
し
ブ
ナ
な
ど
の
落
葉
広
葉
樹
を
主
と
す
る
自
然
度
の
高
い
森
林
や
針
葉
樹

林
、
広
葉
樹
林
な
ど
変
化
に
富
み
、
区
域
の
東
部
は
農
耕
地
帯
が
広
が
り
、
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ

な
ど
の
大
型
獣
を
始
め
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
本
区
域
は
、
鳥
獣
の
生
息
の
た
め
重
要
な

区
域
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
本
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

　

３　

管
理
方
針

　

区
域
を
明
確
に
表
示
す
る
た
め
、
案
内
板
及
び
制
札
を
適
切
に
設
置
す
る
と
と
も
に
、
県
職
員
及
び
自
然
保
護

員
に
よ
り
区
域
内
を
巡
視
し
、
鳥
獣
の
保
護
繁
殖
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
適
正
な
管
理
を
行

う
。

　

岩
ヶ
崎
鳥
獣
保
護
区
の
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

区
域

　

栗
原
市
栗
駒
松
倉
地
内
国
道
四
五
七
号
と
市
道
若
木
田
代
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
進

し
山
田
集
落
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
東
進
し
市
道
山
子
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
東

進
し
市
道
鳥
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
東
進
し
市
道
三
島
徳
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
市
道
を
南
進
し
農
道
徳
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
農
道
を
南
西
進
し
市
道
上
小
路
梅
田
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
進
し
市
道
三
島
梅
田
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
東
進
し

県
道
栗
駒
金
成
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西
進
し
市
道
四
日
町
末
町
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
市
道
を
西
進
し
市
道
山
根
丁
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
進
し
、
国
道
四
五
七
号
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
西
進
し
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

三　

存
続
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
一
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

　

岩
ヶ
崎
鳥
獣
保
護
区
の
項
第
三
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

　

１　

指
定
区
分　

森
林
鳥
獣
生
息
地

　

２　

変
更
理
由

　

当
該
区
域
は
栗
原
市
栗
駒
地
区
東
部
に
位
置
し
、
区
域
の
大
半
が
山
林
と
田
畑
で
あ
る
。
緩
や
か
な
地
形
と
田

畑
等
の
開
け
た
箇
所
が
多
い
こ
と
か
ら
キ
ジ
・
ム
ク
ド
リ
・
コ
ジ
ュ
ケ
イ
等
の
生
息
地
と
し
て
適
し
て
い
る
。　

こ
の
こ
と
か
ら
、
鳥
獣
の
生
息
の
た
め
に
重
要
な
区
域
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
引
き
続
き
鳥
獣
保
護
区
を
更
新
し
、

当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

　

３　

管
理
方
針　

　

区
域
を
明
確
に
表
示
す
る
た
め
、
案
内
板
及
び
制
札
を
適
切
に
設
置
す
る
と
と
も
に
、
県
職
員
及
び
自
然
保
護

員
に
よ
り
区
域
内
を
巡
視
し
、
鳥
獣
の
保
護
繁
殖
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
適
正
な
管
理
を
行

う
。

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
五
号

　

昭
和
五
十
四
年
宮
城
県
告
示
第
千
百
十
四
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十

一
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
一
号
（
入
谷
鳥
獣
保
護
区
）
の
２
及
び
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

２　

区
域

　

国
道
三
九
八
号
と
町
道
岩
沢
米
谷
線
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
西
進
し
南
三
陸
町
と
登
米
市

と
の
境
界
線
に
至
り
、同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
及
び
北
東
に
進
み
南
三
陸
町
と
気
仙
沼
市
と
の
境
界
線
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
東
及
び
南
東
に
進
み
県
道
馬
籠
志
津
川
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
進
し
町
道

坂
の
貝
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
西
進
し
通
称
「
木
も
れ
陽
の
道
」
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
道
を
南
西

進
し
町
道
石
平
四
号
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
西
進
し
町
道
滝
沢
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
西
進

し
町
道
残
谷
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
進
し
町
道
弥
惣
峠
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
西
進
し

町
道
表
町
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
進
し
町
道
横
断
三
号
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
及
び
南

西
に
進
み
農
道
新
屋
敷
大
羅
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
農
道
を
北
西
進
し
町
道
童
子
下
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

町
道
を
西
進
し
町
道
岩
沢
箒
水
口
沢
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
西
及
び
南
西
に
進
み
町
道
鏡
石
岩
沢
線

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南
東
及
び
西
に
進
み
国
道
三
九
八
号
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
北
西
進
し
起

点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間
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平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
一
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

　

第
一
号
（
入
谷
鳥
獣
保
護
区
）
の
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

４　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

　
　
�
　

指
定
区
分　

希
少
鳥
獣
生
息
地

　
　
�
　

変
更
理
由

　

当
該
区
域
は
、
南
三
陸
町
入
谷
地
区
を
中
心
と
し
た
区
域
で
、
神
行
堂
山
や
童
子
山
な
ど
の
山
地
と
ス
ギ
や

落
葉
広
葉
樹
の
森
林
で
構
成
さ
れ
た
区
域
で
あ
る
。

　

環
境
省
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
に
絶
滅
危
惧
Ⅰ
Ｂ
類
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
イ
ヌ
ワ
シ
の
繁
殖
地
が
あ

り
、
ク
マ
タ
カ
、
オ
オ
タ
カ
、
ミ
サ
ゴ
、
ハ
チ
ク
マ
等
希
少
猛
禽
類
の
行
動
圏
で
あ
る
。
ま
た
、
特
別
天
然
記

念
物
の
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
等
森
林
性
鳥
獣
も
多
く
生
息
し
て
い
る
た
め
、環
境
を
維
持
し
鳥
獣
保
護
す
る
た
め
、

引
き
続
き
本
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
�
　

管
理
方
針　

　

区
域
を
明
確
に
表
示
す
る
た
め
、
案
内
板
及
び
制
札
を
適
切
に
設
置
す
る
と
と
も
に
、
県
職
員
及
び
自
然
保

護
員
に
よ
り
区
域
内
を
巡
視
し
、
鳥
獣
の
保
護
繁
殖
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
適
正
な
管
理

を
行
う
。

　

第
三
号
（
船
形
鳥
獣
保
護
区
）
の
２
及
び
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

２　

区
域

　

仙
台
市
青
葉
区
、
黒
川
郡
大
和
町
及
び
加
美
郡
色
麻
町
内
の
国
有
林
宮
城
北
部
森
林
計
画
区
二
五
五
林
班
、
二

五
七
林
班
、
二
五
八
林
班
、
二
六
〇
林
班
、
二
六
一
林
班
、
二
六
三
林
班
、
二
六
四
林
班
及
び
二
六
五
林
班
並
び

に
国
有
林
宮
城
南
部
森
林
計
画
区
一
二
〇
林
班
、
一
二
一－

一
林
班
、
一
二
一－

二
林
班
、
一
二
二
林
班
、
一
二

三
林
班
、
一
二
四－

一
林
班
、
一
二
四－

二
林
班
、
一
二
五
林
班
、
一
二
六
林
班
、
一
二
七
林
班
、
一
二
八
林
班
、

一
二
九
林
班
、
一
三
〇－

一
林
班
、
一
三
〇－

二
林
班
、
一
三
一
林
班
、
一
三
二
林
班
、
一
四
〇
林
班
、
一
四
一

－

一
林
班
、
一
四
一－

二
林
班
、
一
四
二－

一
林
班
、
一
四
二－

二
林
班
及
び
一
四
六
林
班
の
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
一
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

　

第
三
号
（
船
形
鳥
獣
保
護
区
）
の
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

４　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

　
　
�
　

指
定
区
分　

森
林
鳥
獣
生
息
地

　
　
�
　

変
更
理
由

　

当
該
区
域
は
仙
台
市
西
部
か
ら
加
美
郡
色
麻
町
西
部
に
続
く
、
船
形
山
を
含
む
森
林
地
帯
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
自
然
環
境
を
反
映
し
て
多
様
な
野
生
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。

　

当
該
区
域
は
鳥
獣
の
生
息
の
た
め
重
要
な
区
域
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
も
鳥
獣
保
護
の
重

要
な
役
割
を
担
う
た
め
、
引
き
続
き
鳥
獣
保
護
区
と
し
て
指
定
し
、
鳥
獣
の
保
護
繁
殖
を
図
る
。

　
　
�
　

管
理
方
針

　

区
域
を
明
確
に
表
示
す
る
た
め
、
案
内
板
及
び
制
札
を
適
切
に
設
置
す
る
と
と
も
に
、
県
職
員
及
び
自
然
保

護
員
に
よ
り
区
域
内
を
巡
視
し
、
鳥
獣
の
保
護
繁
殖
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
適
正
な
管
理

を
行
う
。

　

第
四
号
（
石
投
山
鳥
獣
保
護
区
）
の
２
及
び
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

２　

区
域

　

石
巻
市
雄
勝
町
原
地
内
雄
勝
峠
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
旧
雄
勝
町
と
旧
河
北
町
と
の
境
界
線
を
北
進
し
県
道

真
野
雄
勝
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
東
進
し
山
道
夫
婦
石
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

山
道
を
東
及
び
南
に
進
み
石
巻
市
と
女
川
町
と
の
境
界
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
南
西
及
び

西
に
進
み
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域

　

３　

存
続
期
間

　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
一
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

　

第
四
号
（
石
投
山
鳥
獣
保
護
区
）
の
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

４　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

　
　
�
　

指
定
区
分　

森
林
鳥
獣
生
息
地

　
　
�
　

変
更
理
由

　

当
該
区
域
は
、
石
巻
市
雄
勝
町
内
石
投
山
北
部
に
位
置
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
森
林
で
あ
る
。
区
域
の
西
側

は
、
硯
上
山
万
石
浦
県
立
自
然
公
園
地
域
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
優
れ
た
自
然
環
境
が
保
全
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
自
然
環
境
を
反
映
し
て
、
キ
ジ
、
ヤ
マ
ド
リ
を
は
じ
め
多
種
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
お
り
、
当
該

区
域
が
鳥
獣
の
生
息
の
た
め
重
要
な
区
域
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
と
も
鳥
獣
保
護
区
に
指
定

し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
�
　

管
理
方
針

　

区
域
を
明
確
に
表
示
す
る
た
め
、
案
内
板
及
び
制
札
を
適
切
に
設
置
す
る
と
と
も
に
、
県
職
員
及
び
自
然
保

護
員
に
よ
り
区
域
内
を
巡
視
し
、
鳥
獣
の
保
護
繁
殖
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
適
正
な
管
理

を
行
う
。

〇
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
六
号

　

平
成
元
年
宮
城
県
告
示
第
千
三
百
七
十
八
号
（
鳥
獣
保
護
区
の
設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十

一
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二　

区
域

　

栗
原
市
花
山
字
草
木
沢
地
内
県
道
岩
入
一
迫
線
と
市
道
大
笹
鬼
首
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
市
道

を
西
進
し
同
市
道
の
終
点
（
カ
ジ
カ
沢
と
ゴ
バ
ン
沢
の
分
岐
点
）
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
カ
ジ
カ
沢
を
西
進

し
ゴ
バ
ン
沢
砂
防
堰
堤
を
経
て
林
道
笹
森
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
北
西
進
し
大
崎
市
鳴
子
温
泉

と
の
境
界
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
線
を
北
東
進
し
県
道
岩
入
一
迫
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界

線
を
北
進
し
国
見
山
頂
に
至
り
、
同
所
か
ら
民
有
林
栗
原
市
花
山
八
六
林
班
を
南
東
進
し
へ
・
と
小
班
界
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
を
南
進
し
県
道
岩
入
一
迫
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
東
進
し
起
点
に
至
る
線
で

囲
ま
れ
た
区
域

三　

存
続
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
一
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
二
十
年
間
）

　

第
三
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

　

１　

指
定
区
分　

森
林
鳥
獣
生
息
地

　

２　

変
更
理
由

　

当
該
区
域
は
、
栗
原
市
花
山
地
区
西
部
に
位
置
し
、
そ
の
大
部
分
が
山
林
で
あ
る
。
比
較
的
緩
や
か
な
地
形
の

箇
所
が
多
く
、
植
物
相
・
動
物
相
と
も
に
豊
か
で
、
鳥
獣
の
生
活
環
境
に
適
し
、
平
成
元
年
に
鳥
獣
保
護
区
に
指

定
さ
れ
て
い
る
。

　

特
に
、
北
部
の
国
見
峠
付
近
に
あ
っ
て
は
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
生
息
痕
が
多
数
確
認
さ
れ
、
大
型
獣
類
の
繁
殖

地
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
当
該
区
域
は
鳥
獣
の
生
息
の
た
め
に
重
要
な
区
域
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
鳥
獣
の
保
護
及
び

狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鳥
獣
保
護

区
と
し
て
引
き
続
き
期
間
を
更
新
す
る
と
と
も
に
、
今
回
、
大
型
獣
類
保
護
繁
殖
の
た
め
に
ブ
ナ
林
等
に
係
る
区

域
拡
大
を
実
施
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

　

３　

管
理
方
針　

　

区
域
を
明
確
に
表
示
す
る
た
め
、
案
内
板
及
び
制
札
を
適
切
に
設
置
す
る
と
と
も
に
、
県
職
員
及
び
自
然
保
護

員
に
よ
り
区
域
内
を
巡
視
し
、
鳥
獣
の
保
護
繁
殖
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
適
正
な
管
理
を
行

う
。

○
宮
城
県
告
示
第
九
百
四
十
七
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
日

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

購
入
物
品
及
び
数
量

　
　
�
　

普
通
旋
盤
（
宮
城
県
立
仙
台
高
等
技
術
専
門
校
分
）　

５
台

　
　
�
　

普
通
旋
盤
（
宮
城
県
白
石
工
業
高
等
学
校
分
）　

２
台

　

２　

購
入
物
品
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

納
入
期
限　

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日
（
金
）

　

４　

納
入
場
所

　
　
�
　

１
の�
の
購
入
物
品　

宮
城
県
立
仙
台
高
等
技
術
専
門
校

　
　
�
　

１
の�
の
購
入
物
品　

宮
城
県
白
石
工
業
高
等
学
校

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

１　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

２　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ
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認
証
番
号

百
六
十

五

品　

目

果
実
等
飲

料

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

デ
リ
シ
ャ
ス
フ
ァ
ー
ム

株
式
会
社

代
表
取
締
役　

今
野
文

隆

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

桔
梗
長
兵
衛
商
店

製
造
所
等
の
所
在
地

亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字
牛
橋
十
九



る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

５　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

６　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

７　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下

「
暴
力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関

わ
り
を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係

者
」
と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

８　

購
入
物
品
に
対
す
る
迅
速
な
保
守
及
び
修
理
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

９　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す

る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城

県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇

二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
七
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
作
成
等

　

１　

入
札
書
の
作
成

　
　
　

入
札
書
は
、
一
の
１
に
掲
げ
る
購
入
物
品
の
う
ち
納
入
し
よ
う
と
す
る
も
の
ご
と
に
作
成
す
る
こ
と
。

２　

入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ

せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇
―
八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課
物
品
班
（
担
当　

菅
原　

修　

電
話
〇
二
二
―
二
一
一
―
三
三
三
二
）

　

３　

入
札
説
明
書
の
交
付
期
限

　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
七
日
（
火
）
ま
で
１
あ
て
申
し
出
る
こ
と
。

　

４　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日

（
金
）
ま
で
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
開
札

日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限
等

　
　
�
　

日
時　

平
成
二
十
一
年
十
二
月
八
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で

　
　
�
　

場
所　

２
に
同
じ

�
　

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
て�
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
６
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。
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６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所　

開
札
の
日
は
平
成
二
十
一
年
十
二
月
九
日
（
水
）
と
し
、
開
札
の
時
刻
及
び
場
所
は

一
の
１
に
掲
げ
る
購
入
物
品
ご
と
に
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�
　

普
通
旋
盤
（
宮
城
県
立
仙
台
高
等
技
術
専
門
校
分
）　

午
後
一
時
三
十
分　

宮
城
県
行
政
庁
舎
二
階
第
一
入

札
室

�
　

普
通
旋
盤
（
宮
城
県
白
石
工
業
高
等
学
校
分
）　

午
後
一
時
四
十
分　

宮
城
県
行
政
庁
舎
二
階
第
一
入
札
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

　

２　

当
該
購
入
物
品
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

五　

そ
の
他

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

２　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
平

成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
入
札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
四

号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
。

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

４　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

５　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

た
金
額
）
を
加
え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か

免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に

記
載
す
る
こ
と
。

６　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札

者
と
す
る
。

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

８　

申
請
書
等
の
作
成
に
要
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

９　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
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概
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選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
六
十
四
号

　

平
成
七
年
宮
選
管
告
示
第
八
号
（
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

　

仙
台
市
原
町
保
育
所
、
仙
台
市
大
野
田
保
育
所
の
項
を
削
る
。

収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
十
号

　

仙
台
市
起
業
の
仙
台
市
高
速
鉄
道
東
西
線
建
設
工
事
（
地
下
鉄
東
西
線
・
宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一
丁
目
地

内
、
若
林
区
連
坊
二
丁
目
地
内
、
若
林
区
連
坊
小
路
地
内
、
若
林
区
六
丁
の
目
南
町
地
内
、
若
林
区
六
丁
目
字
左
近
堀

地
内
、
若
林
区
荒
井
字
東
地
内
、
同
字
沓
形
地
内
、
同
字
揚
場
地
内
、
同
字
矢
取
東
地
内
、
同
字
南
原
田
地
内
）
及
び

こ
れ
に
伴
う
附
帯
工
事
並
び
に
市
道
及
び
農
業
用
用
水
路
・
排
水
路
の
付
け
替
え
工
事
に
つ
い
て
、
土
地
収
用
法
（
昭

和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
審
理
を
開
始
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
七
日

 

宮　
城　
県　
収　
用　
委　
員　
会　
　
　

一　

日
時　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
六
日
（
月
）
午
後
二
時
か
ら

二　

場
所　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
行
政
庁
舎　

十
一
階　

一
一
〇
七
会
議
室

三　

審
理
事
項　

右
事
件
に
関
す
る
起
業
者
、
土
地
所
有
者
及
び
関
係
人
に
対
す
る
審
問
等
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